
1 

 

別 紙 

新   旧   対   照   表 

（注）アンダーラインを付した部分は、改正部分である。 

改   正   後 改   正   前 

 

〔措令第25条の17第５項第１号関係〕 

 

（公益の増進に著しく寄与するかどうかの判定） 

12 ・・・・・・・・ 

⑴～⑵ ・・・・・・・・ 

⑶ ・・・・・・・・ 

（注） １～２ ・・・・・・・・ 

    ３ ・・・・・・・・ 

参考 医療法施行規則第30条の35の３第１項第２号の要件 

医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。 

         イ ・・・・・・・・ 

         ロ ・・・・・・・・、健康増進法（平成14年法律第103号）第６条各号に

掲げる健康増進事業実施者が行う同法第４条に規定する健康増進事業

（健康診査に係るものに限る。以下同じ。）に係る収入金額（当該収入

金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限

る。）、予防接種（予防接種法（昭和23年法律第68号）第２条第６項に

規定する定期の予防接種等その他厚生労働大臣が定める予防接種をい

う。）に係る収入金額、助産（社会保険診療及び健康増進事業に係るも

のを除く。）に係る収入金額（１の分娩
  べん

に係る助産に係る収入金額が50

万円を超えるときは、50万円を限度とする。）、介護保険法の規定によ

る保険給付に係る収入金額（租税特別措置法第26条第２項第４号に掲げ

るサービスに係る収入金額を除く。）並びに障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第６条に規

定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、

特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付

費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援

給付費及び基準該当療養介護医療費、同法第77条及び第78条に規定する

 

〔措令第25条の17第５項第１号関係〕 

 

（公益の増進に著しく寄与するかどうかの判定） 

12 ・・・・・・・・ 

⑴～⑵ ・・・・・・・・ 

⑶ ・・・・・・・・ 

（注） １～２ ・・・・・・・・ 

     ３ ・・・・・・・・ 

      参考 医療法施行規則第30条の35の３第１項第２号の要件 

医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。 

         イ ・・・・・・・・ 

ロ ・・・・・・・・、健康増進法（平成14年法律第103号）第６条各号に

掲げる健康増進事業実施者が行う同法第４条に規定する健康増進事業 

（健康診査に係るものに限る。以下同じ。）に係る収入金額（当該収入  

金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限

る。）、予防接種（予防接種法（昭和23年法律第68号）第２条第６項に   

規定する定期の予防接種等その他厚生労働大臣が定める予防接種をい

う。）に係る収入金額、助産（社会保険診療及び健康増進事業に係るも  

のを除く。）に係る収入金額（１の分娩に係る助産に係る収入金額が50

万円を超えるときは、50万円を限度とする。）及び介護保険法の規定に  

よる保険給付に係る収入金額（租税特別措置法第26条第２項第４号に掲  

げる保険給付に係る収入金額を除く。）の合計額が、全収入金額の100分

の80を超えること。 
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改   正   後 改   正   前 

地域生活支援事業、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の２

に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第24条の

２に規定する障害児入所給付費、同法第24条の７に規定する特定入所障

害児食費等給付費並びに同法第24条の25に規定する障害児相談支援給付

費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額の合計額が、全収入金

額の100分の80を超えること。 

ハ～ニ ・・・・・・・・ 

    ４ ・・・・・・・・ 

・・・・・・・・ 

参考 租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が

財務大臣と協議して定める基準第1号 

   その医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。 

イ 社会保険診療（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第26条第２項に

規定する社会保険診療をいう。以下同じ。）に係る収入金額（労働者災害

補償保険法（昭和22年法律第50号）に係る患者の診療報酬（当該診療報酬

が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が

少額（全収入金額のおおむね100分の10以下の場合をいう。）の場合に限

る。）を含む。）、健康増進法（平成14年法律第103号）第６条各号に掲

げる健康増進事業実施者が行う同法第４条に規定する健康増進事業（健康

診査に係るものに限る。以下同じ。）に係る収入金額（当該収入金額が社

会保険診療報酬と同一の基準によっている場合に限る。）、予防接種法（昭

和23年法律第68号）第２条第６項に規定する定期の予防接種等及び医療法

施行規則第30条の35の３第１項第２号ロの規定に基づき厚生労働大臣が

定める予防接種（平成29年厚生労働省告示第314号）に定める予防接種に

係る収入金額、助産（社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。）

に係る収入金額（１の分娩
  べん

に係る助産に係る収入金額が50万円を越えると

きは、50万円を限度とする。）、介護保険法（平成９年法律第123号）の

規定による保険給付に係る収入金額（租税特別措置法第26条第２項第４号

に掲げるサービスに係る収入金額を除く。）並びに障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第６条

に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付

 

 

 

 

 

 

ハ～ニ ・・・・・・・・ 

  ４ ・・・・・・・・ 

・・・・・・・・ 

参考 租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が

財務大臣と協議して定める基準第1号 

   その医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。 

イ 社会保険診療（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第26条第２項に

規定する社会保険診療をいう。以下同じ。）に係る収入金額（労働者災害

補償保険法（昭和22年法律第50号）に係る患者の診療報酬（当該診療報酬

が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が 

少額（全収入金額のおおむね100分の10以下の場合をいう。）の場合に限 

る。）を含む。）、健康増進法（平成14年法律第103号）第６条各号に掲

げる健康増進事業実施者が行う同法第４条に規定する健康増進事業（健康

診査に係るものに限る。以下同じ。）に係る収入金額（当該収入金額が社

会保険診療報酬と同一の基準によっている場合に限る。）、予防接種法（昭

和23年法律第68号）第２条第６項に規定する定期の予防接種等及び医療法

施行規則第30条の35の３第１項第２号ロの規定に基づき厚生労働大臣が 

定める予防接種（平成29年厚生労働省告示第314号）に定める予防接種に  

係る収入金額、助産（社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。）

に係る収入金額（１の分娩に係る助産に係る収入金額が50万円を越えると

きは、50万円を限度とする。）並びに介護保険法（平成９年法律第123号）

の規定による保険給付に係る収入金額（租税特別措置法第26条第２項第４

号に掲げる保険給付に係る収入金額を除く。）の合計額が、全収入金額の

100分の80を超えること。 
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改   正   後 改   正   前 

費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給

付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援

給付費及び基準該当療養介護医療費、同法第77条及び第78条に規定する地

域生活支援事業、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の２に

規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第24条の２に

規定する障害児入所給付費、同法第24条の７に規定する特定入所障害児食

費等給付費並びに同法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び

特例障害児相談支援給付費に係る収入金額の合計額が、全収入金額の100

分の80を超えること。 

       ロ～ハ ・・・・・・・・  

⑷ ・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ～ハ ・・・・・・・・ 

⑷ ・・・・・・・・ 

 

 

 


